
＜総合評価落札方式＞
技術提案等の履行義務について

○ 入札時に提出された技術提案等（技術提案及び技術資料に記載された事項）の
内容について、受注者は履行する義務を負います。

○ 技術提案等の申告において、「主要資材」、「技術所見」、「機械保有状況」
及び「県内企業の活用金額率・登録企業活用金額率」については、施工中及び
完成時に、発注者及び受注者の両者で「履行確認」を行います。

➢ 履行義務について

➢ 履行確認項目

≪主要資材≫

○入札時に指定された主要資材を岐阜県産調達が可能と加点を申告している場合

原則として納品書の写しで確認する

※主要資材を２品目以上設定している場合、全ての品目を岐阜県産調達すること

岐阜県外の業者が製造した資材を岐阜県内の業者が卸し販売したものは岐阜県産に該当しません

≪県内企業及び登録企業の活用金額率≫

○県内企業及び登録企業の活用金額率により加点を申告している場合

※「県内企業」とは、「岐阜県内に本店（建設業法上の主たる営業所）を有する企業」を指す

≪機械保有状況≫

○「長期又は短期リースによる保有あり」と加点を申告している場合

リース契約書の写しで確認する

※主要建設機械を２機種以上設定している場合、全ての機種を保有又はリースしていること

≪技術所見≫

○入札時に提案された技術所見は、施工中及び完成時に履行状況を確認する

履行確認の結果、「不履行」の場合はペナルティが課されます。

申請に当たっては十分注意いただくとともに、申請内容の確実な履行に
留意してください。

県内元請金額（最終）＋県内１次下請金額（最終）

最終契約金額
×１００県内企業活用金額率(％)＝

岐阜県建設人材育成企業　　　　　岐阜県建設人材育成企業
登録制度への登録企業の　　　　　登録制度への登録企業の
元請金額（最終）　　　　　＋　　１次下請金額（最終）

県内元請金額（最終）＋ 県内１次下請金額（最終）
登録企業金額活用率(％)＝ ×１００

県内企業活用金額率(%)＝

登録企業活用金額率(%)＝

※詳細は「総合評価落札方式に係る技術審査基準」及び「人材育成型落札方式に係る技術審査基準」を参照願います

【岐阜県ＨＰ 入札制度に関する要領・基準 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/bid/558.html】



評価項目
履行確認の
必要性

評価基準 履行確認

①主要資材 必要・不要

【県産材】

□
（ . . ）

②技術所見 必要・不要

【テーマ（施工上の課題又は配慮すべき事項）】

□
（ . . ）

③機械保有
状 況

必要・不要

【主要機械】

□
（ . . ）

④県内企業
の活用率

必要・不要

【県内企業活用金額率】

【登録企業活用金額率】

□
（ . . ）

評価項目
履行確認の

必要性
評価基準 履行確認

①主要資材 必要・不要

【県産材】

生コンクリート、PU側溝

□
（○年○月○日）

②技術所見 必要・不要

【テーマ （施工上の課題又は配慮すべき事項）】

現道交差点部の拡幅に伴う片側交互通行規制時の施工上
の安全対策及び通行車両・歩行者等の安全対策について

□
（○年○月○日)

③機械保有
状況

必要・不要

【主要機械】

バックホウ山積0.8m3、ダンプトラック10t
□

（○年○月○日)

④県内企業
の活用率

必要・不要

【県内企業活用金額率】

９０％以上 17,600,000/18,700,000*100=94.1% OK

【登録企業活用金額率】

５０％以上 11,000,000/18,700,000*100=58.8% OK

□
（○年○月○日)

技術提案等の履行義務について
受注者及び発注者の双方で確認しましょう。

<< 記載例 >>

※施工中（使用材料調書提出時や納品書到着時等）及び完成時に受注者及び発注者で確認

※施工中（施工計画書提出時や段階確認実施時等）及び完成時に受注者及び発注者で確認

※落札決定時に確認できなかった機械保有状況は施工中（施工計画書提出時等）及び完成時に確認

※施工中（施工体制台帳提出時等）及び完成時に確認

記入したら 発注者にコピーを渡して下さい。 技術提案等の内容を把握し、適宜履行状況を確認しましょう！

✓

✓

✓

✓
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